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熊谷市庁舎整備基本計画（案）に対する意見及び市の考え方 

 

１ 意見募集期間 

  令和８年３月１１日（水曜日）から令和８年４月１０日（金曜日）まで 

 

２ 意見の提出者数及び意見の件数 

  提出者数   １５名 

  意見の件数  ４６件 

 

３ 意見の概要及び市の考え方 

該当箇所 意 見 の 概 要 市 の 考 え 方 

全体 新庁舎建設の効果を評価する

ため、「市民満足度」、「来

庁時間」、「維持管理費」、

「消費エネルギー」等の KPI

を設定し PDCA サイクルを回す

仕組みを取り入れてほしい。 

新庁舎建設の効果を評価する

ことについての御意見は、今後

の検討の参考にさせていただ

きます。 

1.2 検討体制、

2.2.2誰にでも

優しい庁舎（基

本方針２）導入

機能③ユニバ

ーサルデザイ

ン 

ユニバーサルデザインの導入

を庁舎内部の設備整備にとど

めず、障害のある人を含む多様

な市民が、行政サービスを受け

るだけでなく、働く、交流する、

買い物する、地域活動に参加す

ることができる、インクルーシ

ブな中心市街地形成の視点を

計画に明確に位置付けるべき

である。また、設計及び運用の

各段階において、様々な障害の

当事者、家族、支援者、関係団

体等の意見を継続的に反映す

る仕組みを明記してほしい。 

ユニバーサルデザインに関す

る御意見は、今後の検討の参考

にさせていただきます。 

1.3 検討の経

緯、2.2.3 多様

な人が集まり

活力と魅力の

あふれる庁舎

新庁舎整備に当たっては、県産

業振興施設との近接性や中心

市街地立地を生かし、商工業の

振興、新規事業創出、若者のチ

ャレンジ、事業承継を後押しす

県の産業振興機能等との連携

により、中心市街地の活性化の

みならず、県北地域の活性化を

図ってまいります。 
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（ 基 本 方 針

３）、4.1 建設

予定地、4.3 フ

ロア構成、4.5

配置する部署 

る拠点としての機能を、計画上

より明確に位置付け、商工会議

所、金融機関、産業支援機関、

教育機関等との連携も視野に

入れ、地域経済の持続的な発展

につながる拠点として整備し

てほしい。 

1.4.3 基本理

念・基本方針 

市民は当然として、より広い地

域から訪れたくなる施設を目

指してほしい。具体的には、県

立図書館は非来館型サービス

を目指していく方針とは言え、

実際に来館しなければ提供で

きないサービスもある。その点

においては重要な施設である。

予算などの制約もあるだろう

が、できる限りその拡充を図る

のが市にとってもプラスにな

ると考える。また、熊谷には貴

重な文化遺産が多々あるにも

関わらず、その認知度は低い。

新県立図書館では文化遺産を

展示するスペースを十分に設

け、そこで熊谷の名品を展示す

るとよい。また、商業的には難

しくても内容的に価値の高い

映画を常時放映するスペース

もあるとよい。 

本事業は県との合築により、県

北地域の新たな拠点を形成す

ることを目指しています。 

県立図書館については県の施

設となりますが、効果的な施設

の設置に向け、県と調整をして

まいります。 

1.4.5 整備エ

リア 

庁舎移転後の現本庁舎跡地の

利用についても触れてほしい。 

現本庁舎跡地の活用について

は適切に検討をしてまいりま

す。 

2.2.1 誰にで

も利用しやす

い便利な庁舎

（基本方針１） 

導入機能①わ

新庁舎における利用者動線、フ

ロア構成、平面計画について、

今後利用者属性を考慮して具

体化してほしい。特に高齢者、

障害者、子連れ利用者にとって

今後の設計段階において、来庁

者の属性を考慮した具体的な

施設配置や移動動線について

検討してまいります。 
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かりやすく使

いやすい窓口

機能 

負担の少ない動線設計や窓口・

待合スペースの運用を検討し

てほしい。 

2.2.1 誰にで

も利用しやす

い便利な庁舎

（基本方針１） 

導入機能①わ

かりやすく使

いやすい窓口

機能 

耳の不自由な人も市民の一人

なので、手話で対応できるよ

う、手話のできる職員の配置、

遠隔手話通訳可能なタブレッ

トの設置等に配慮してもらい

たい。 

耳の不自由な人への対応に関

する御意見は、今後の検討の参

考にさせていただきます。 

2.2.1 誰にで

も利用しやす

い便利な庁舎

（基本方針１） 

市庁舎は単独の建物にして、市

民窓口を１階に設置してほし

い。 

また、計画面積における事務ス

ペース、倉庫等の見込みは甘い

と思う。本当に相談ブースや相

談室が設置できるのか疑問で

ある。 

事業用地の保有状況や条例に

基づく駐車場の設置などの課

題を解決するため、県と市で導

入機能をはじめ総合的に検討

を重ねた結果、県と市の合築で

の建設を予定しています。 

市民窓口は低層階に設置し、利

用者にとって不便のないよう

動線に配慮してまいります。 

文書の電子化などにより執務

スペースの効率化を図り、相談

機能も充実させていく予定で

す。 

2.2.1 誰にで

も利用しやす

い便利な庁舎

（基本方針１） 

導入機能①わ

かりやすく使

いやすい窓口

機能 

 

2.2.4 機能的

で柔軟な庁舎

（基本方針４） 

DX 推進に伴い、窓口来庁から

オンライン来庁の流れが進む

と考えられるため、オンライン

行政、AI 相談、スマート窓口

を導入し、窓口を削減すること

も検討してほしい。 

DX の推進については全庁を挙

げ取り組んでまいります。御

意見は、今後の検討の参考に

させていただきます。 
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導入機能⑦建

て替えを契機

とした DX の推

進 

2.2.2 誰にで

も優しい庁舎

（基本方針２） 

導入機能③ユ

ニバーサルデ

ザイン 

ハードのバリアフリーにおい

ては、車いす、視覚情報の対応

だけでなく、耳の不自由な人の

バリアも取り除くようにして

ほしい。 

本市では「熊谷市バリアフリー

基本構想」に基づき、誰もが利

用しやすい環境づくりに取り

組んでおり、新庁舎の整備に当

たっても誰もが安心して市役

所を利用できる環境の実現を

目指すこととしています。御意

見は、今後の検討の参考にさせ

ていただきます。 

2.2.3 多様な

人が集まり活

力と魅力のあ

ふれる庁舎（基

本方針３）導入

機能④市民の

憩いを受け入

れる機能 

新庁舎を市民が日常的に利用

できる場所とするための市民

交流機能を計画に明記してほ

しい。具体的には、「多目的ホ

ール」、「市民イベント広場」、

「市民会議スペース」、「屋外

広場」、「市民ギャラリー」の

機能の導入について検討して

ほしい。 

基本計画では、多様な人が集ま

り活力と魅力のあふれる庁舎

を目指した導入機能として、県

産業振興機能との連携、多目的

な空間、展示機能、屋外広場等

を整理しました。今後の設計段

階においては、民間の提案も受

けながら、更なる機能の具体化

に向け検討を進めてまいりま

す。 

2.2.3 多様な

人が集まり活

力と魅力のあ

ふれる庁舎（基

本方針３）導入

機能④市民の

憩いを受け入

れる機能 

「熊谷らしさ」を表現するため

に、近接する「高城神社」との

歴史的・文化的つながりを意識

した設計・情報発信を検討して

ほしい。熊谷のアイデンティテ

ィを象徴する存在との連続性

を示すことで市民の誇りや地

域理解の向上につながると考

えられる。 

髙城神社は鎮守の杜として認

識しております。御意見は、今

後の検討の参考にさせていた

だきます。 

2.2.3 多様な

人が集まり活

力と魅力のあ

ふれる庁舎（基

新庁舎を市民が日常的に訪れ

たくなる場所とするため、市民

の愛着形成や満足度向上が期

待できる展望スペースを設け

新庁舎への展望スペース設置

に関する御意見は、今後の検討

の参考にさせていただきます。 
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本方針３）導入

機能④市民の

憩いを受け入

れる機能 

ることを検討してほしい。 

2.2.3 多様な

人が集まり活

力と魅力のあ

ふれる庁舎（基

本方針３）導入

機能⑤情報発

信機能 

新庁舎での情報発信の内容と

して、市の重要な文化資源であ

る寺社、歴史的建造物、文化施

設の紹介を検討してほしい。こ

のような文化資源について市

民の理解が深まることで、まち

歩き促進やそれによる中心市

街地の活性化が期待できる。 

新庁舎での情報発信に関する

御意見は、今後の検討の参考に

させていただきます。 

2.2.3 多様な

人が集まり活

力と魅力のあ

ふれる庁舎（基

本方針３）導入

機能④市民の

憩いを受け入

れる機能、導入

機能⑤情報発

信機能 

熊谷市には多くのプロスポー

ツクラブが存在しており、市内

外から多くファンが訪れると

いう強みを活かし、それらのプ

ロスポーツクラブとの連携を

計画に位置づけてほしい。具体

的には、情報発信機能における

プロスポーツクラブの紹介展

示、試合・イベント情報の発信、

パブリックビューイングや交

流イベント、スポーツ体験会、

地域貢献活動等の活動により、

地域の一体感情勢、スポーツを

通じた健康づくりの推進とい

った効果が期待できる。 

本市に存在するプロスポーツ

クラブとの連携に関する御意

見は、今後の検討の参考にさせ

ていただきます。 

2.2.3 多様な

人が集まり活

力と魅力のあ

ふれる庁舎（基

本方針３）導入

機能④市民の

憩いを受け入

れる機能 

ハードのバリアフリーにおい

て、磁気ループ、字幕だけでは

わからない人もいるので、手話

通訳を設置するため、情報伝達

ツールのところに手話通訳を

置いてほしい。 

ハードのバリアフリーに関す

る御意見は、今後の検討の参考

にさせていただきます。 

2.2.3 多様な １階エントランスは視覚的・機 エントランス等に関する御意
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人が集まり活

力と魅力のあ

ふれる庁舎（基

本方針３）導入

機能④市民の

憩いを受け入

れる機能 

能的にオープンなスペースと

し、様々な活動に対応できる空

間にしてほしい。屋外広場につ

いては、上記エントランスと一

体・連続的活用に期待する。建

物屋上階に市民展望テラスを

設置してほしい。 

見は、今後の検討の参考にさせ

ていただきます。 

2.2.3 多様な

人が集まり活

力と魅力のあ

ふれる庁舎（基

本方針３）導入

機能④市民の

憩いを受け入

れる機能 

敷地も狭く、県・市が必要とす

る床面積を考慮すれば、市民の

憩いを受け入れる機能や情報

発信機能を設けるのは無理で

はないか。 

敷地の一体活用により建築面

積を確保し、必要な機能を設置

する予定です。 

2.2.3多様な人

が集まり活力

と魅力のあふ

れる庁舎（基本

方針３）導入機

能④市民の憩

いを受け入れ

る機能、4.3 フ

ロア構成、4.4

平面計画 

新庁舎のホール及び広場につ

いては、中心市街地活性化の観

点から、整備後の運営方針をよ

り具体的に位置付けるべきで

ある。地元事業者の出店・展示

機会の確保、商工会議所や商店

街等との連携、来庁者を周辺エ

リアへ誘導する回遊施策、年間

を通じた催事活用などを明確

にしていただきたい。新庁舎が

行政施設にとどまらず、熊谷の

産業・観光・商業の発信拠点と

なるよう求める。 

ホールは県の機能となります

ので、県と調整してまいりま

す。広場の活用についても県

と調整してまいります。 

御意見は、今後の検討の参考

にさせていただきます。 

2.2.4 機能的

で柔軟な庁舎

（基本方針４）

導入機能⑥効

率的で生産性

の高い執務空

間 

執務空間は、将来の人口減少を

想定し、可変型のオフィスによ

る柔軟な設計としてほしい。具

体的には、「フリーアドレス」、

「シェアオフィス」、「可動間

仕切」の導入に加え、空いたフ

ロアは民間に貸し出すことも

想定した設計としてほしい。 

機能的で柔軟な庁舎を目指し、

ユニバーサルレイアウト、ABW

を導入し、執務スペースに可変

性や柔軟性を持たせる予定で

す。 
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2.2.4 機能的

で柔軟な庁舎

（基本方針４）

導入機能⑧議

会機能 

最上階のスペースは、常に市民

に開放するスペースにしてほ

しい。具体的には、議会を駐車

場棟の最上階に設置し、庁舎の

最上階には展望室・喫茶店・レ

ストランを設置してほしい。 

現状議会を駐車場棟に設置す

ることや最上階のレストラン

設置は想定しておりませんが、

新たな庁舎が市民の皆様にと

って身近に感じられるよう、い

ただいた御意見は、今後の検討

において、参考にさせていただ

きます。 

2.2.5 環境に

配慮した庁舎

（基本方針５） 

導入機能⑨ZEB

の導入 

熊谷市の夏は暑いため、光熱費

削減の観点でも ZEB の導入に

ついて明記してほしい。 

ZEB Ready以上の性能を目標と

することを明記しています。 

2.2.5 環境に

配慮した庁舎

（基本方針５） 

導入機能⑨ZEB

の導入、導入機

能⑩環境負荷

低減技術の導

入 

ZEB Ready以上の性能を目指す

方針には賛同。併せて、電力と

熱を一体で有効活用できるコ

ージェネレーションシステム

も選択肢として位置付け、最適

な運転管理に向けた支援（運用

設計・改善）や、遠隔監視によ

る稼働サポートを含むエネル

ギーサービスの導入を検討し

てほしい。 

ZEB 適合の実現に向け、建物全

体での省エネルギー対策や再

生可能エネルギーの活用、エネ

ルギーマネジメントの導入を

検討しています。御意見は、今

後の検討の参考にさせていた

だきます。 

2.2.5 環境に

配慮した庁舎

（基本方針５） 

導入機能⑩環

境負荷低減技

術の導入 

ZEB 適合の実現に向けた取組

に加え、取組の実効性を向上さ

せる観点から、運用段階での最

適化を明確に位置付け、BEMS

による建物全体管理、BAS によ

る空調の高度制御、リアルタイ

ム監視の追加を計画上追記し

てほしい。 

ZEB 適合の実現に向け、建物全

体での省エネルギー対策や再

生可能エネルギーの活用、エネ

ルギーマネジメントの導入を

検討しています。御意見は、今

後の検討の参考にさせていた

だきます。 

2.2.5 環境に

配慮した庁舎

（基本方針５） 

導入機能⑨ZEB

の導入、導入機

ZEB Ready以上の達成には設備

全体の最適運用が重要である

とともに、災害時には電力に加

えて空調・給油等のエネルギー

の最適化を図りつつ、災害時に

ZEB 適合の実現に向け、建物全

体での省エネルギー対策や再

生可能エネルギーの活用、エネ

ルギーマネジメントの導入を

検討しています。御意見は、今
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能⑩環境負荷

低減技術の導

入 

2.2.6 安全・

安心な庁舎（基

本方針６）導入

機能⑬強靭な

構造の確保 

は重要機能へ電力・熱を優先供

給できる運用を P29,32 に記載

してわかりやすく位置付ける

ことが重要と考えます。加え

て、設備導入のほか、平常時か

らの最適な運転管理等を一体

で提供するエネルギーサービ

スとして整理することで、ZEB 

Ready 達成の確実性と非常時

の実効性が高まると考えます。

同一拠点内で埼玉県側でも県

庁機能のバックアップ等が想

定されていることを踏まえ、

県・市で運用条件の整合を図る

ことで、災害時の同時稼働を見

据えた拠点全体の実効性向上

につながると考え、提案する。 

後の検討の参考にさせていた

だきます。また、県とも調整さ

せていただきます。 

2.2.6 安全・

安心な庁舎（基

本方針６）導入

機能⑫災害対

策本部の強化 

災害時、司令塔となる市役所と

して、「72 時間の自立機能維

持」、「免震構造」、「災害対

策本部」、「非常用発電」、「衛

星通信」、「備蓄倉庫」、「ド

ローン運用拠点」等の災害拠点

機能を計画に明記してほしい。 

災害対策本部機能として備え

るべき機能を明記しています。

御意見は、今後の検討の参考に

させていただきます。 

2.2.6 安全・

安心な庁舎（基

本方針６）導入

機能⑬強靭な

構造の確保 

エネルギーの多重化・設備の強

靭化の一環として中圧ガス導

管の採用や、停電時対応として

自立発電型ガス空調機の導入

を想定していることに加え、環

境性とレジリエンス性を兼ね

備えたコージェネレーション

システムの導入及び平常時か

らの最適な運転管理（エネルギ

ーマネジメント）等の導入が望

ましいと考える。 

コージェネレーションシステ

ムや EV・PHEV からの給電の導

入及びエネルギーマネジメン

トの導入を検討しています。御

意見は、今後の検討の参考にさ

せていただきます。 

3.2 駐車場の 駐車場が足りないのではない 駐車場は、将来の需要及び「熊
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規模 か。現市役所本庁舎の駐車場の

利用や動線の検討状況につい

て確認したい。 

谷市建築物駐車施設附置条例」

に基づき、十分な駐車場を確保

します。現市役所本庁舎の跡地

利用については未定のため、駐

車場の活用についても未定で

す。 

3.2 駐車場の

規模 

駐輪場の記述がないが、新庁舎

では自転車で来庁しやすい位

置、規模の駐輪場を整備し、主

にバスなどの他の交通手段と

の結節点となる設備づくりを

心掛けてほしい。また、現在、

商工会館横に設置されている

シェアサイクルのポートを新

庁舎に移転し、かつ貸出可能数

を増やし、一層の利用促進を図

ってほしい。 

駐輪場についても現状の利用

状況を踏まえ整備するととも

に、バスを含めた良好な交通

アクセスを生かした環境整備

を検討していきます。駐輪場

の位置等の御意見も含め、今

後の検討の参考にさせていた

だきます。 

なお、シェアサイクルについ

ては、民間事業者が運営して

おりますので、今後必要に応

じて調整してまいります。 

4.1 建設予定

地 

高齢者のアクセスを考慮した

設計としてほしい。そのため

に、一日当たり来庁者数や高齢

者来庁割合、来庁者の利用交通

手段を考慮して、熊谷駅、主要

バス停からの徒歩所要時間、路

線バス本数を示してほしい。 

建設予定地決定の経緯や、決

定した建設予定地の概要（敷

地面積、アクセス等）を明記

しています。 

今後の設計段階において、来

庁者の移動手段を考慮した具

体的な施設配置や移動動線に

ついて検討してまいります。 

4.1 建設予定

地 

渋滞が懸念されるのではない

か。特に国道 17 号で渋滞が発

生してしまわないか心配だ。う

ちわ祭等のイベント時の役所

の利用や渋滞対策は考えられ

ているのか。 

基本計画の策定に当たり、国

道 17 号及び市役所通りにおけ

る現況交通量に、新庁舎建設

後を想定した将来交通量を加

え、交通シミュレーションを

実施しました。その結果を踏

まえ、国道 17 号をはじめとす

る周辺道路に最も影響が少な

い施設配置案により、交通管

理者と計画段階における協議
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を行いました。 

引き続き、交通管理者と協議

を重ね、慎重に検討を進めて

まいります。 

なお、うちわ祭等のイベント

時の懸念については認識して

おり、今後関係機関と調整し

てまいります。 

4.1 建設予定

地、4.3 フロア

構成 

昨年の市民ワークショップに

一度参加したが、テーマが導入

機能で、市庁舎の位置変更やフ

ロア構成について議論を深め

る場は設けられていなかった

と感じている。市民にも案を示

してほしかった。 

市庁舎の位置については、令

和６年度策定の基本構想にお

いてコミュニティひろばを最

有力候補とし、フロア構成に

ついては、令和７年度にそれ

を踏まえ新庁舎建設委員会等

で検討を行っており、本市及

び埼玉県における政策形成過

程の重要な検討内容を含むも

のと判断し、非公開としたも

のです。 

4.2 配置計画 新庁舎の建設により、市役所通

りの歩行者数が増加すること

が想定されるため、信号、横断

歩行者感知ライト、陸橋の設置

や中央分離帯の視界改良等に

より、歩行者と自動車双方の安

全・利便性を確保してほしい。 

設計段階において、施設配置

の具体化と併せて、歩行者の

安全確保や駐車場出入口の安

全対策等について、道路管理

者及び交通管理者と協議を行

い検討してまいります。 

4.2 配置計画 自動車の動線は、国道 17 号線

への交通影響が少なくなるよ

うに設計してほしい。 

基本計画の策定に当たり、国

道 17 号及び市役所通りにおけ

る現況交通量に、新庁舎建設

後を想定した将来交通量を加

え、交通シミュレーションを

実施しました。その結果を踏

まえ、国道 17 号をはじめとす

る周辺道路に最も影響が少な

い施設配置案により、交通管

理者と計画段階における協議
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を行いました。 

引き続き、交通管理者と協議

を重ね、慎重に検討を進めて

まいります。 

4.2 配置計画 市・県の合同建物（低層階）を

敷地内通路（市道 50357 号線）

上空（南側敷地と北側敷地の一

部）も活用してはどうか。 

御意見は、今後の検討の参考に

させていただきます。 

4.3フロア構成 執務スペース内の内階段の設

置はやめてほしい。それより市

民用階段を広く、勾配も緩やか

にした方が、市民も職員もみん

なが使いやすくなると思う。 

階段やエレベーターの必要な

面積は確保しつつ、業務効率の

向上のため、内階段を設置して

まいります。 

4.3フロア構成 県が１階を使うために市民の

窓口が２階になりエスカレー

ターが必要になったのだから、

エスカレーターの電気代は県

が負担すべきである。 

立体駐車場からの市役所窓口

へのアクセス、災害時の行政機

能の継続性確保、ホールの利便

性・安全性（利用者動線、搬出

入、避難経路など）を考慮し、

２、３階を窓口フロアとする予

定です。 

管理運営費については、市と県

が専有面積割合を基本として

負担することを想定しており

ます。 

4.3フロア構成 吹き抜けは冷暖房コストがか

かり、長いエレベーターも必要

になり整備費も修繕費も電気

代もかかるのでやめてほしい。 

御意見は、今後の検討の参考に

させていただきます。 

4.3フロア構成 市民の手続の利便性向上、身

体障害者への配慮、エレベー

ターやエスカレーターの利用

料の削減による電力使用の節

減のためには、市民窓口を１

階に設置すべきである。現在

市役所１階には多くの方が来

庁しており、DXを推進しても

立体駐車場からの市役所窓口

へのアクセス、災害時の行政

機能の継続性確保、ホールの

利便性・安全性（利用者動

線、搬出入、避難経路など）

を考慮し、２、３階を窓口フ

ロアとする予定です。 

また、ホール等の想定利用者



12 

大幅な減少にはならないので

はないか。 

現在１階や中２階に設置しよ

うとしているホールや県立図

書館の想定利用者数と市役所

窓口の想定利用者数を比較し

ているかも知りたい。 

数のみならず、施設の構造等

も総合的に勘案し、今回のフ

ロア構成としました。 

4.3フロア構成 県立高等看護学院をこの建物

に移設するメリットは何か。通

学者と通勤者のバッティング

により、交通渋滞やエレベータ

ーの渋滞が懸念される。また、

建物の高層化によるメンテナ

ンス費用やエレベーターの消

費電力量の増大も想定される。

高等看護学院には現在学生寮

があるが、学生寮はどうする予

定か。また、全国的に看護学校

の経営悪化による閉鎖が多発

している中で、もしこの看護学

校が閉鎖となった場合はこの

フロアをどのように活用する

予定か。 

県立高等看護学院を街なかに

移転させることで、中心市街地

の回遊者数の増加が期待でき

ると考えています。交通に関し

てはシミュレーションを実施

しており、問題ないものと想定

しています。エレベーターの使

用については、今後の設計段階

で検討してまいります。なお、

高等看護学院は県の施設のた

め、関連する事項については県

と調整してまいります。 

4.3フロア構成 新庁舎内の県立図書館等に、学

生や社会人等が集中して快適

に勉強できる自習スペースを

充実させてほしい。 

新県立図書館については、デジ

タル技術を最大限活用した非

来館型サービスを目指しつつ、

埼玉ゆかりの地域資料など貸

出しできない資料の閲覧やレ

ファレンスなどの来館サービ

ス機能をコンパクトに整備す

る方向であると伺っておりま

す。 

5.1 事業費及

び財源 

昨今の資材・工費高騰を踏ま

え、庁舎の設計は事業費を抑え

られるようにしてほしい。 

御意見は、今後の検討の参考に

させていただきます。 

5.1 事業費及 今回の庁舎建設は、事業規模が 事業費及び財源に記載のとお
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び財源 大きくなることが想定される

ため、「総事業費」、「市負担

額」、「国・県からの補助」、

「地方債」、「維持管理費」を

考慮した事業の投資効果（費用

対効果）を明確にしてほしい。 

りです。今後も財源措置が有利

な地方債等の活用を検討して

まいります。 

5.1 事業費及

び財源 

事業費については、建設費に加

え、維持管理費や修繕費を加え

た LCC を公表してほしい。 

建設費・維持管理費を明記して

います。修繕費は今後建築物の

仕様により大きく変わってく

るため現状では明記はしてい

ませんが、今後県と協議の上、

費用負担条件等を検討してま

いります。 

5.1 事業費及

び財源 

事業費が増大してしまうこと

が懸念される。計画と契約は慎

重にしてほしい。現庁舎の再利

用や取り壊しにも費用がかか

るので、その計画も策定してほ

しい。 

事業費については、状況を注視

してまいります。 

現本庁舎跡地の活用について

は適切に検討をしてまいりま

す。 

 

6.1 事業手法 事業手法について、ライフサイ

クルコストの削減や運営効率

化、賑わい創出を期待できる

PPP/PFI 方式の導入可能性を

検討してほしい。そのために、

PPP/PFI 導入可能性調査の実

施、従来方式との比較、民間活

用範囲の検討を行う旨を計画

に明記してほしい。 

事業手法については、従来手法

と官民連携手法（DB 方式、DBM

方式、PFI（BTM）方式）の比較

検討を行い、本計画においては

DB 方式または DBM 方式を有力

な事業手法として整理してい

ます。 

 

 


